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10
月
12
日
か
ら
13
日
に
か
け

て
福
島
県
を
通
過
し
た
台
風
19

号
の
影
響
に
よ
り
二
本
松
市
内

に
お
い
て
も
甚
大
な
被
害
が
発

生
し
、
一
時
、
４
３
０
人
の
方

が
避
難
所
に
避
難
し
ま
し
た
。

　

被
災
し
た
方
の
生
活
支
援

（
市
税
等
の
減
免
な
ど
）に
つ
い

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

・
市
税
等
の
減
免

　
台
風
19
号
に
よ
り
被
災
さ
れ

た
方
の
令
和
元
年
度
分
の
個
人

市
県
民
税
等
の
減
免
を
実
施
し

ま
す
。

対
象
税
目

・
個
人
市
・
県
民
税

・
固
定
資
産
税

・
国
民
健
康
保
険
税

・
介
護
保
険
料

対
象
と
な
る
税
額
等

　
災
害
が
発
生
し
た
10
月
12
日

以
後
に
納
期
の
末
日
が
到
来
し
、

か
つ
10
月
12
日
現
在
に
お
い
て

納
付
し
て
い
な
い
も
の

減
免
申
請
に
必
要
な
も
の

　
損
害
の
程
度
を
判
定
し
た
罹

災
証
明
書

申
請
期
限

　
　
令
和
２
年
１
月
24
日（
金
）

そ
の
他

　
減
免
の
要
件
、
対
象
と
な
る

納
期
お
よ
び
申
請
方
法
等
に
つ

い
て
は
、
税
務
課
、
各
支
所
地

域
振
興
課
お
よ
び
各
住
民
セ
ン

タ
ー
に
設
置
し
た「
市
税
等
の

減
免
の
案
内
」を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

・�
個
人
市
・
県
民
税
お
よ
び
国

民
健
康
保
険
税
の
減
免

　
税
務
課
市
民
税
係

　
☎（
55
）５
０
８
５

　
Fax(

22)

０
７
９
０

・
固
定
資
産
税
の
減
免

　
税
務
課
資
産
税
係

　
☎（
55
）５
０
８
６

　
Fax(

22)

０
７
９
０

・
介
護
保
険
料
の
減
免

　
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
係

　
☎（
55
）５
１
１
５

　
Fax(

22)

１
５
４
７

・
罹
災
証
明
書
の
発
行

　
生
活
環
境
課
生
活
防
災
係

　
☎（
55
）５
１
０
２

　
Fax(

22)

４
４
７
９

・�

国
民
年
金
保
険
料
の
納

付
免
除

　

台
風
19
号
に
よ
り
被
災
し
、

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困

難
な
方
は
、
申
請
に
よ
り
納
付

を
免
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　
災
害
に
よ
り
被
災
し
、
住
宅
、

家
財
そ
の
他
の
財
産
に
つ
い
て
、

お
お
む
ね
２
分
の
１
以
上
の
損

害
を
受
け
ら
れ
た
場
合
、
申
請

を
し
て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料

の
全
額
が
免
除
さ
れ
る
制
度

（
特
例
免
除
）が
あ
り
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
書
類

・�

国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納

付
猶
予
申
請
に
係
る
被
災
状

況
届

※�

財
産
等
の
金
額
お
よ
び
損
害

額
等
の
必
要
事
項
を
記
入
し

ま
す
。

※�

様
式
は
日
本
年
金
機
構
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

・
罹
災
証
明
書

※�

罹
災
証
明
書
等
に
よ
り
損
害

の
程
度
が
確
認
で
き
る
場
合
、

『
被
災
状
況
届
』の
提
出
は
不

要
で
す
。

・�

保
険
金
・
損
害
賠
償
金
等
の

支
給
金
額
等
を
確
認
で
き
る

証
明
書
の
写
し

※�

保
険
金
・
損
害
賠
償
金
等
が

支
給
さ
れ
る
場
合
は
必
要
と

な
り
ま
す
。

免
除
の
対
象
と
な
る
期
間

　
令
和
元
年
９
月
分

　
　
　
　
～
令
和
３
年
６
月
分

※�

令
和
２
年
７
月
以
降
も
免
除

を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
令

和
２
年
７
月
以
降
に
改
め
て

申
請
し
て
い
た
だ
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

留
意
事
項

　
保
険
料
を
免
除
さ
れ
た
場
合
、

将
来
受
け
取
る
年
金
が
減
額
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
既
に
保
険
料

を
納
付
さ
れ
た
期
間
に
つ
い
て

は
、
免
除
期
間
の
対
象
外
と
な

り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
国
保
年
金
課
国
保
年
金
係

　
☎（
55
）５
１
０
６

　
Fax(

22)

１
５
４
７

　
東
北
福
島
年
金
事
務
所

　
☎
０
２
４（
５
３
５
）０
１
４
１

　
Fax
０
２
４（
５
３
５
）３
５
２
９

◎問い合わせ…
　生活環境課生活防災係
　☎（55）5102�Fax(22)4479
　各支所地域振興課市民福祉係

　今年４月末に配
布したハザード
マップに、避難所
の場所等を掲載し
ています。

　いつ起こるとも分
からない災害に備え
て、ご確認をお願い
します。

ハザードマップの確認を！
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・�

国
民
健
康
保
険
一
部
負

担
金

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

　
一
部
負
担
金

・
介
護
保
険
利
用
料

　
　
　
　
　
　
　
の
免
除

対
象
者

　
台
風
19
号
に
よ
り
被
災
さ
れ
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①�

住
家
の
全
半
壊
、
床
上
浸
水

ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
被
災

を
さ
れ
た
方

※
床
下
浸
水
は
対
象
外
で
す
。

②�

主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡

し
、
ま
た
は
、
重
篤
な
傷
病

を
負
わ
れ
た
方

③�

主
た
る
生
計
維
持
者
の
行
方

が
不
明
で
あ
る
方

④�

主
た
る
生
計
維
持
者
が
事
業

を
廃
止
、
ま
た
は
休
止
さ
れ

た
方

⑤�

主
た
る
生
計
維
持
者
が
失
職

し
、
現
在
収
入
が
な
い
方

申
請
に
必
要
な
書
類

①
の
対
象
者
…
罹
災
証
明
書

②
～
⑤
の
対
象
者
…
下
記
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

免
除
の
期
間

　
被
災
の
日
か
ら
令
和
２
年
１

月
末
日
診
療
分
・
利
用
分
ま
で

そ
の
他

　
入
院
・
入
所
時
の
食
費
・
居

住
費
な
ど
は
免
除
の
対
象
外
で

す
。

　
柔
道
整
復
師
、は
り
師
、き
ゅ

う
師
お
よ
び
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー

ジ
指
圧
師
に
よ
る
施
術
や
、
治

療
用
装
具
な
ど
の
療
養
費
に
係

る
一
部
負
担
金
相
当
額
は
対
象

外
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

・
国
民
健
康
保
険

　
国
保
年
金
課
国
保
年
金
係

　
☎（
55
）５
１
０
６

　
Fax(

22)

１
５
４
７

　

�

各
支
所
地
域
振
興
課
市
民
福

祉
係

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

　
国
保
年
金
課
医
療
給
付
係

　
☎（
55
）５
１
０
７

　
Fax(

22)

１
５
４
７

・
介
護
保
険

　
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
係

　
☎（
55
）５
１
１
５

　
Fax(

22)

１
５
４
７

・
水
道
料
金

・
下
水
道
使
用
料

　
　
　
　
　
　
　
の
減
免

　
減
免
後
の
料
金
は
、
11
月
に
実

施
す
る
検
針
結
果
を
踏
ま
え
個
別

に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
な
お
、
今
回
の
減
免
に
当
た
り

申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

水
道
料
金

　
断
水
の
あ
っ
た
地
域
に
つ
い
て

は
、
断
水
期
間
に
応
じ
て
、
基
本

料
金
お
よ
び
水
量
料
金
の
減
免
を

実
施
し
ま
す
。

　
浸
水
等
の
被
害
を
受
け
た
世
帯

に
つ
い
て
は
、
通
常
使
用
す
る
で

あ
ろ
う
水
量
を
超
え
た
分
の
減
免

を
行
い
ま
す
。

下
水
道
使
用
料

　
水
道
料
金
に
応
じ
た
減
免
を
行

い
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

・
水
道
料
金

　
上
下
水
道
課
水
道
管
理
係

　
☎（
55
）５
１
３
５

　
Fax(

62)

１
０
３
３

・
下
水
道
使
用
料

　
上
下
水
道
課
下
水
道
管
理
係

　
☎（
55
）５
１
３
８

　
Fax(

62)

１
０
３
３

１_�三保市長が被災の様子を県知事へ説明
２_�陸上自衛隊の皆さんによる給水活動
３_�海上自衛隊の皆さんによる仮設風呂の
設置

４_�被災状況の情報収集を行っていただい
た国土交通省のＴ

テ ッ ク フ ォ ー ス
ＥＣ-ＦＯＲＣＥ（緊

急災害対策派遣隊）からの被災状況の
調査結果報告

５_�夜どおし対応に当たった消防団の皆さ
ん ５

３２１

４


